向島漁村センターに係る指定管理者の候補者の選定について
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産業部農林水産課水産振興係


向島漁村センターの指定管理者について、次のとおり候補者を指名により選定した。

１施設の概要
	所 在 地
	尾道市向島町20074番地7

	施設設置の目的
	漁村の振興と漁業者の育成並びに産業、経済及び文化の向上を図るため向島漁村センターを設置している。

	現管理方法
	指定管理（指定管理者　向島町漁業協同組合）



２指定管理候補者
	候　補　者
	向島町漁業協同組合

	代　表　者
	代表理事組合長　高橋　浩幸

	住　　　所
	尾道市向島町20074番地4

	指 定 期 間
	令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

	管理費用提案額
	０円（予定）




３指名選定理由
（１）当該団体は当施設管理条例（第１条）の目的である、「漁村の振興と漁業者の育成並びに産業、経済及び文化の向上」を遂行する者として、漁業団体であるため漁業の内容を熟知している。
（２）他の漁業団体と比べ当該施設の直近に位置し、管理上の迅速な対応が可能である。
（３）昭和60年から当該施設の管理業務に携わった実績を有している。

４　向島漁村センター指定管理者選定状況
事業計画書、収支計画書ほか関係書類を審査し、かつ上記から、「向島町漁業協同組合」はすべての要件を満たし、設置目的・指定管理方針に沿った管理運営を行うことが可能であり、適正であると判断した。

